
直監告示第６号 

 

令和３年５月１２日付 直監告示第５号により公表した監査の結果について、地方自治法第１９９条第１４項の規定に基

づき、 

直方市長から次のとおり措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりこれを公表する。 

 

 令和３年６月１１日 

                                   直方市監査委員  小 林 康 雄 

                                   直方市監査委員  田 代 文 也 

 

上下水道・環境部 下水道課 定期監査指摘事項措置状況報告 

 

 指摘の内容 監査委員意見 講じた措置 完了（予定）時期 

備
品
に
つ
い
て 

下水道課庁舎内と頓野住

宅団地汚水処理施設の備品

に、備品票（備品シール）が

添付されていない。 

 直方市財務規則第 191条第 2項

に「物品出納員は、前項の規定に

より受入れた備品は、備品台帳に

登記し、1個ごとに備品票を付し

て整理しなければならない。」とあ

るため、規定に沿った適正な事務

処理をされたい。 

 

 備品検査後、旧備品シールを現

行の備品シールに貼り替え、直方

市財務規則第 191条第 2項に規定

された事務処理をいたしました。

今後も適正な事務処理を徹底い

たします。 

 

令和３年５月３１日 


